
職員の不正行為

１件 不当金額(収入) ７０３万円

佐賀税務署において、徴収部門の統括国税徴収官が、分任国税収納官吏等として国税の収納事務に従

事中、平成21年8月から22年6月までの間に、滞納者等から受領した現金を日本銀行又は主任国税収納官

吏に払い込むことなく国税収納金計7,038,544円を領得していた。

[本件損害額については、22年11月に全額が同人から返納された｡]


